
 
 

 

 

 

  

 
  
 

 日  時 １２月１５日（木）１４：００～１６：００ 受付１３：３０～ 定員 ２３名 
 会  場 ＴＯＭＡコンサルタンツグループ【静岡支店】＜ＪＲ静岡駅北口徒歩３分＞静岡市葵区御幸町11-10 
 参加費 特別無料！                 

 講  師 TＯＭＡ税理士法人 事業承継コンサル部 税理士 前川 敏之 

 主催： ＴＯＭＡコンサルタンツグループ（株） ＴＯＭＡ税理士法人・ＴＯＭＡ監査法人・ＴＯＭＡ社会保険労務士法人 
 （東京/静岡/シンガポール/アメリカ） 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内１－８－３ 

丸の内トラストタワー本館3階 TEL 03-6266-2561 
http://toma.co.jp  Mail toma@toma.co.jp  企画広報部  

税理士31名・国税局OB税理士9名・税理士試験科目合格42名 

公認会計士7名・公認会計士試験合格者5名・米国公認会計士1名 

社会保険労務士16名・中小企業診断士5名・弁護士1名 

司法書士3名・行政書士8名・経営コンサルタント 10名 

医療経営コンサルタント10名・ＦＰ32名ほか総人数 200名 

■セミナー申込書  この用紙のままFAXでご返信ください。  ※お申し込み受付け後、受講票地図をご案内致します。 

貴社名：                                 ご参加者名：                      お役職：                

ご住所：〒                                                             業種 従業員      名 

ＴＥＬ：                           ＦＡＸ（必ず記入）：              決算月     月 

メール： 当日個別相談の希望  無 ・ 有 (                について) 

※同業の方のご参加、講義の録音はお断りさせて頂きます。           HP 
※ご提供頂いた個人情報は法令を遵守し適切に管理致します。 FAX返信先 0120-944-734 

    

非上場会社の事業承継は、まず自社株から考えます！ 
 自社株式には『経営権』と『財産価値』の２つの要素が含まれており、この２つが混同するために、非上場会

社の自社株対策は複雑になります。 

 後継者が安定的に経営を行うためには『経営権』をはじめ、今後どのように自社株を扱うのかを取り決めた

上で、事業承継を行う必要があります。しかし一方で、『財産価値』を持つ自社株を後継者以外の一族に対し

て、どのように扱うのかも取り決めなければなりません。どちらか一方の自社株の取り扱いしか決めなかった

ために起こった事業承継の失敗事例は数多く存在します。 

 今回のセミナーでは、数多くの事業承継を支援してきたＴＯＭＡグループのコンサルタントが成功事例・失敗

事例に基づいた自社株対策について解説いたします。 

 あなたの事業承継対策、大丈夫ですか？ 

その対策 

大丈夫ですか？ 

中堅・中小企業経営者、後継者対象 

 

★参加者特典 

『事業承継の教科書』 

プレゼント！ 

定価 1,944円（税込） 
TOMAコンサルタンツグループ 著 

失敗&成功事例から学ぶ自社株対策  

事業承継を円滑に成功させるために気をつけなければいけないこと！ 

【セミナー内容】 

自社株対策における失敗事例  

 赤字会社だから価値は無いと思ったら税金負担が出てきた 
 遺言書に不備があったため親族間でもめてしまった 
 生前贈与を含めないで遺産分割を考えていた 

自社株対策における成功事例  

 相続時精算課税を適用した自社株を贈与した 
 従業員持株会を設立して経営権分散対策を行った 
 ホールディングカンパニーを活用して株価対策を行った 

その他、今話題の一般社団、財団を活用した対策方法をご説明いたします 

※最小開催人数5名に満たない場合は、中止させていただく場合があります。 

静岡会場で開催！ 
回 覧 

※東海地域の方へご回覧下さい。 

http://toma.co.jp
mailto:toma@toma.co.jp

